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午前 ９時００分 開会 

 

開 会 の 宣 告 

○議長（竹島ユリ子君） ただいまの出席議員数は８人です。定足数に達しておりますの

で、平成２０年３月舟橋村議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

○議長（竹島ユリ子君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、 

４番  川 﨑 和 夫 君 

５番  竹 島 貴 行 君 

を指名します。  

 

会 期 の 決 定 

○議長（竹島ユリ子君） 日程第２ 会期決定について議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から３月１４日までの３日間とし、審議終了までとしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（竹島ユリ子君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から３月１４日審議終了までとすることに決定しました。 

 

議 案 第 １ 号 か ら 議 案 第 ２ ７ 号 ま で 

○議長（竹島ユリ子君） 日程第３ 議案第１号 舟橋村教育振興基金条例制定の件、日

程第４ 議案第２号 舟橋村児童福祉基金条例制定の件、日程第５ 議案第３号 企業

立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴

う固定資産税の課税免除に関する条例制定の件、日程第６ 議案第４号 舟橋村後期高

齢者医療に関する条例制定の件、日程第７ 議案第５号 舟橋村財政事情書の作成及び
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公表に関する条例一部改正の件、日程第８ 議案第６号 舟橋村特別会計条例一部改正

の件、日程第９ 議案第７号 舟橋村手数料条例一部改正の件、日程第１０ 議案第８

号 舟橋村妊産婦医療費助成に関する条例一部改正の件、日程第１１ 議案第９号 舟

橋村乳児及び幼児医療費助成に関する条例一部改正の件、日程第１２ 議案第１０号 

舟橋村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例一部改正の件、日程第１３ 議案第１１

号 舟橋村重度心身障害者等医療費助成条例一部改正の件、日程第１４ 議案第１２号 

舟橋村国民健康保険条例一部改正の件、日程第１５ 議案第１３号 専決処分の承認を

求める件、日程第１６ 議案第１４号 平成１９年度舟橋村一般会計補正予算（第８号）、

日程第１７ 議案第１５号 平成１９年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）、日程第１８ 議案第１６号 平成１９年度舟橋村簡易水道事業特別会計補

正予算（第３号）、日程第１９ 議案第１７号 平成１９年度舟橋村老人保健事業特別

会計補正予算（第２号）、日程第２０ 議案第１８号 平成２０年度舟橋村一般会計予

算、日程第２１ 議案第１９号 平成２０年度舟橋村土地取得事業特別会計予算、日程

第２２ 議案第２０号 平成２０年度舟橋村国民健康保険事業特別会計予算、日程第 

２３ 議案第２１号 平成２０年度舟橋村宅地造成事業特別会計予算、日程第２４ 議

案第２２号 平成２０年度舟橋村簡易水道事業特別会計予算、日程第２５ 議案第２３

号 平成２０年度舟橋村老人保健事業特別会計予算、日程第２６ 議案第２４号 平成

２０年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計予算、日程第２７ 議案第２５号 証明書

等の交付等に係る事務の委託に関する規約の変更に関する件、日程第２８ 議案第２６

号 富山県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の件、

日程第２９ 議案第２７号 富山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の増減及び規約の変更の件まで２７議案を一括議題としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（竹島ユリ子君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第２７号まで２７議案を一括議題とし、提案理由の

説明を求めます。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（竹島ユリ子君） 金森村長。 
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○村長（金森勝雄君） おはようございます。 

本日ここに平成２０年３月定例村議会を招集いたしましたところ、議員の皆様には公

私ともご多忙の中、ご出席を賜り深く感謝申し上げます。 

本日の定例議会に提出いたしました案件の説明に先立ち、村政運営につきまして、所

信の一端を申し上げます。 

初めに、私は村長に就任して以来３年２カ月が経過し、任期最後の年度を迎えます。

この間、平成１３年度に策定されました総合計画基本構想のテーマである「自然・人・

地域がきらめくむら舟橋」の実現に向けまして、コミュニティ振興交付金制度の創設、

村民憲章制定、クリーン月間の実施など、地域の自主性や地域・行政の連携の強化を図

るとともに、タウンミーティングの実施や行政改革検討委員会、明日の農業を創造する

会、そして情報づくり検討委員会などを立ち上げまして、議員各位のご理解のもと、村

民のご意見が施策に十分反映できるよう努めてまいりました。 

しかしながら、地方を取り巻く財政環境は年々厳しくなる上に、昨年６月には「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」の成立により、実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率の導入など、財政指標に基づく地方自治体の財政健

全化が求められたところであります。 

また、本格的な地方分権時代を迎え、住民の価値観やニーズの多様化が進む中、地方

自治体の責任と役割は一層高まり、地方分権にふさわしい「住民との連携による自主的

で魅力ある地域づくり」と「簡素で効率的な行財政システムの確立」が求められており

ます。 

さらには、地球温暖化などの環境問題が顕在化する中、人々が安心して暮らせる地球

環境を将来に引き継いでいくためには、経済活動や生活面における環境の配慮から、行

政、事業者、住民が一体となって、環境に対する負担をできるだけ小さくする「資源循

環型社会」の形成を図ることが重要な施策課題となっております。 

このような厳しい行財政環境の中で、行政運営に取り組んでいくためには、住民、地

域、団体、企業、行政などのさまざまな主体が参画するための新しいシステムづくりで

あります「協働型まちづくり」が喫緊の課題と理解しているところであります。 

そのため、去る２月１５日、富山大学地域づくり支援センターと協定を結び、独立法

人であります富山大学の持つ経験と知識を本村のまちづくりに活用させていただける

体制を整えたのであります。 
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日本一小さな自治体として、小さいからこそできるまちづくりに住民、行政が一丸と

なって取り組んでまいる所存であります。何とぞ議員並びに村民各位の温かいご支援と

ご理解をお願いする次第であります。 

それでは、平成２０年度予算施策の概要について申し上げます。 

本年度は、かねてからの懸案の課題でありました小学校の耐震補強並びに増改築工事

を２カ年継続事業として着手することにいたしまして、一般会計予算は１７億２，０４

３万８，０００円で、前年度対比４３．４％と非常に大きな伸びをしております。 

予算編成に当たりましては、地方税収や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが鈍

化するなど厳しい財政状況の中、村財政構造の改善を進めつつも、住民ニーズに即した

行政サービスを確保するため、予算にめり張りをつけ、最少の経費で最大限の効果が生

まれるよう、「うつくしく豊かで潤いあふれる協働の舟橋」「いきいきと優しさあふれる

安全・安心の舟橋」「のびのびと勢いあふれる自立した舟橋」の総合計画後期基本計画

の３つを柱とした施策に取り組んでまいる所存であります。 

第１に、「うつくしく豊かで潤いあふれる協働の舟橋」であります。 

まず、地域活性化事業といたしましては、住民の皆さんと直接対話を重視したタウン

ミーティングの継続や村内１１自治会活動のさらなる活性化を図るためのコミュニテ

ィ振興交付金制度の活用対応。そして、住民、地域、行政の連携による景観環境保全活

動では、舟橋村クリーン月間を継続して実施するとともに、さきにも述べましたけれど

も、富山大学と協定に基づくご支援をいただいて、質の高い生活環境の充実を図るため、

「魅力あるまちづくり協議会」を創設して、さらなる住民、地域、行政の連携を促進し

てまいります。 

次に、伝統文化継承事業といたしましては、本村の唯一の郷土芸能として高い評価を

得ております「ばんどり太鼓振興会」助成金の継続と８月に開催しております「ふなは

しまつり」の充実を図ってまいります。 

第２に、「いきいきと優しさあふれる安全・安心の舟橋」であります。 

安全で安心に暮らせるまちづくりは、まず防災・防犯対策事業といたしまして、防災

計画の抜本的な見直しを行います。災害時対策としては、水・食料など災害時用品の各

世帯へ無償配布、緊急時の生活飲用水確保のため、各世帯井戸水の水質検査実施による

世帯把握、駅前駐輪場には青色防犯灯を設置し、犯罪抑止に努めてまいります。 

次に、幹線道路網の維持管理事業といたしましては、計画的に補修工事を継続的に施
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工いたしまして、安全な道路網の整備を進めてまいります。 

第３に、「のびのびと勢いあふれる自立した舟橋」であります。 

まず、教育環境整備事業といたしましては、平成２０年度予算の最大の目玉でありま

す小学校の耐震化及び増改築工事を施工いたしまして、耐震強化を図るとともにゆとり

空間を整備しつつ、安心して学べる環境に即した施設に整備いたします。また特別支援

学級では、村単独で補助員を配置いたしまして、支援者の自立をサポートいたします。

さらに中学校には、コンピューター等を更新いたしまして、ＩＴ教育環境の充実を図り

ます。 

次に、保育環境整備事業といたしましては、保育所の大型遊具の改修を行うとともに、

臨時保育士の待遇の見直しを行いまして、保育環境の充実に努めます。 

次に、農業振興事業といたしましては、農業アドバイザーと土地改良区兼務職員をそ

れぞれ１名採用いたしまして、本村の特産品の研究開発の促進と農業基盤の維持管理に

努めてまいります。また、農地・水・環境保全向上活動支援事業の継続としての取り組

みによりまして、集落環境の保全を図ってまいります。 

次に、簡素で小回りのきく行財政づくり事業につきましては、各施設同一委託業務の

発注一本化、定員管理を上回る職員数の削減、電算化を推進いたしまして、事務事業の

効率化、また徹底した事務事業の見直しを進めてまいります。 

それでは、本日提案しております案件につきましてご説明申し上げます。 

議案第１号 舟橋村教育振興基金条例制定の件及び議案第２号 舟橋村児童福祉基

金条例制定の件につきましては、小中学校並びに保育所への寄附金の使途を明確にする

ため、基金を設置する条例を制定するものであります。 

議案第３号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条例制定の件につきましては、企

業立地の促進と地域経済の活性化を図るため、「富山県企業立地促進計画」の条件に該

当し、承認を受けた業者の新規立地、増設等に対しての支援措置として、固定資産税の

免除をするために必要な事項について条例を制定するものであります。 

議案第４号 舟橋村後期高齢者医療に関する条例制定の件につきましては、富山県後

期高齢者医療連合条例に定めるもののほか、舟橋村において行う窓口業務、保険料の徴

収に伴う業務に関し、必要な事項について条例を制定するものであります。 

議案第５号 舟橋村財政事情書の作成及び公表に関する条例一部改正の件につきま
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しては、財政状況報告の時期を明確にするため、所要の改正を行うものであります。 

議案第６号 舟橋村特別会計条例一部改正の件につきましては、平成２０年度から新

たに後期高齢者医療制度が施行されることに伴い、その特別会計を新設するものであり

ます。 

議案第７号 舟橋村手数料条例一部改正の件につきましては、戸籍法の一部改正に伴

い、所要の改正を行うものであります。 

議案第８号 舟橋村妊産婦医療費助成に関する条例一部改正の件、議案第９号 舟橋

村乳児及び幼児医療費助成に関する条例一部改正の件、議案第１０号 舟橋村ひとり親

家庭等医療費助成に関する条例一部改正の件及び議案第１１号 舟橋村重度心身障害

者等医療費助成条例一部改正の件につきましては、老人保健法の一部改正に伴い、所要

の改正を行うとともに、県単独医療費助成制度の見直しを受けまして、平成２０年１０

月１日より、経済的公平性の観点から所得制限制度を導入するなど、それぞれ所要の改

正を行うものであります。 

議案第１２号 舟橋村国民健康保険条例一部改正の件につきましては、国民健康保険

法の改正に伴い、幼児に対する自己負担軽減措置の拡大、前期高齢者の一部負担金の変

更及び葬祭費支給額の増額を行うため、所要の改正を行うものであります。 

議案第１３号 専決処分の承認を求める件につきましては、地方自治法第１７９条第

１項により予算案件２件を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により承認を

求めるものであります。 

議案第１４号 平成１９年度舟橋村一般会計補正予算（第８号）につきましては、既

定の予算に７，４９２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１４億３，３０

８万６，０００円とするものであります。 

今回の補正は、健全財政の遂行に努めた結果、歳入では個人住民税及び地方交付税の

増額、繰越金等により新たに約７，０００万円余りの財源が確保されましたので、当初

予算で計上しておりました２，０００万円の財政調整基金の取り崩しをなくするととも

に、歳出では財政調整基金の積み立てに５，０００万円を計上するものであります。今

後も歳出抑制に努めまして、健全財政を堅持してまいりたいと考えております。 

議案第１５号 平成１９年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に

つきましては、既定の予算から２，９０４万円を減額し、歳入歳出予算の総額を１億５，

７３３万円とするものであります。今回の補正は、保険事業費の精査に伴い保険給付費
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等の補正をお願いするものであります。 

議案第１６号 平成１９年度舟橋村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、既定の予算に８５８万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を５，４

６９万２，０００円とするものであります。今回の補正は、歳入で繰越金の増額、歳出

では簡易水道費及び予備費を増額するものであります。 

議案第１７号 平成１９年度舟橋村老人保健事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、既定の予算に７０２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１億３，

９４１万８，０００円とするものであります。今回の補正は、医療給付費の精査に伴う

補正であります。 

議案第１８号から議案第２４号までの７議案は、平成２０年度一般会計予算並びに各

特別会計予算であります。 

議案第１８号 平成２０年度舟橋村一般会計予算は１７億２，０４３万８，０００円

で、前年度に比べ５億２，０３９万４，０００円、率にして４３．４％の増となってお

ります。 

平成２０年度は、国の地方財政支援策から地方が自主的・主体的に取り組む地域活性

化に必要な財源の特別枠として「地方再生対策費」が創設され、交付税措置がされるこ

とになりまして、地方の深刻な財政状況に一定の配慮がなされたところでありますけれ

ども、本村の財政環境は依然として厳しい状況下に置かれているのであります。 

それでは、歳入について申し上げます。 

個人村民税では、住宅借入金等特別税額控除による減収が見込まれることから、村税

全体で前年対比１％、金額で４０１万７，０００円減の３億８，８７４万３，０００円

を計上いたしました。 

一方、歳入で最もウエートを占めます地方交付税は、地方の地域活性化施策に必要な

「地方再生対策費」が創設されたことにより、２，５００万円増の４億６，２００万円

を計上いたしました。 

また、今年度に着手いたします小学校の耐震補強及び増改築工事には、村債３億６，

９４２万円、国・県支出金２億１，２７８万２，０００円、繰入金５，０００万円、繰

越金４，０９６万１，０００円を計上いたしました。 

次に、歳出では、事務事業の見直しなど行財政改革を積極的に進めることにいたしま

して、人件費、補助金、負担金、施設維持管理費、事務的経費などの削減を図り、最少
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の経費で最大の効果が生まれるよう努めたところであります。 

それでは、主な事業について申し上げます。 

魅力あるむらづくり事業では、住民の求める質の高い快適な生活環境の充実を図り、

総合的な地域環境を創造するため、魅力あるまちづくり協議会の経費１５０万円、自治

会活動活性化に向けたコミュニティ振興交付金２３０万５，０００円、図書館開館１０

周年記念事業費５０万円であります。 

次に、安全で安心して暮らせる村づくり事業では、災害時用品として非常食セットを

各世帯に無償配布する支給事業費２７０万円、防災計画の見直し委託事業費３００万円、

幹線村道・生活道路を含めた道路網改良補修事業費２，５００万円、村道橋梁補修事業

費１，３５０万円、庁舎屋上防水改修事業費２，００２万４，０００円であります。 

次に、未来を拓く人づくり事業では、教育施設の安全とゆとり空間を整備し、安心し

て学べる環境を確保するための小学校耐震補強並びに増改築工事費５億９１０万円、保

育士の待遇改善費１７４万１，０００円、中学校パソコン更新費２８５万７，０００円

であります。 

また、水と緑を育むむらづくり事業では、継続事業の農地・水・環境保全向上対策事

業費に５２６万８，０００円、担い手育成・特産品の研究開発に取り組むための農業ア

ドバイザーなどの賃金２５８万５，０００円、未整備田の大型化を図るための県単独農

業農村整備事業の補助金１８０万円をそれぞれ計上いたしました。 

議案第１９号 平成２０年度舟橋村土地取得事業特別会計予算は、前年度とほぼ同額

の３１万２，０００円であります。財源には、前年度繰越金を充当いたしております。 

議案第２０号 平成２０年度舟橋村国民健康保険事業特別会計予算は１億６，１５５

万９，０００円で、前年度に比べ１４７万４，０００円、率にして０．９％の減となっ

ております。この要因は、今年度から始まります後期高齢者医療制度への移行によるも

のであります。 

議案第２１号 平成２０年度舟橋村宅地造成事業特別会計予算は、前年度と同額の 

２０万３，０００円であります。財源には、前年度繰越金を充当いたしております。 

議案第２２号 平成２０年度舟橋村簡易水道事業特別会計予算は５，３９２万７，０

００円で、前年度に比べ８６４万４，０００円、率にして１９．１％の増となっており

ます。主な要因は、総合行政情報システム等にかかる経費の増額であります。 

議案第２３号 平成２０年度舟橋村老人保健事業特別会計予算は２，２７７万３，０
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００円で、前年度に比べ１億５３７万８，０００円、率にして８２．２％の減となって

おります。この要因は、今年度から始まります後期高齢者医療制度への移行によるもの

であります。 

議案第２４号 平成２０年度舟橋村後期高齢者医療事業特別会計予算は、今年４月か

ら始まります後期高齢者医療制度に伴うものでありまして、予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ３，７２７万２，０００円を計上しております。 

議案第２５号 証明書等の交付等に係る事務の委託に関する規約の変更に関する件

につきましては、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、所要の変更を行うもの

であります。 

議案第２６号 富山県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規

約の変更の件につきましては、平成２０年３月３１日をもって「砺波地区老人福祉施設

組合」が脱退することに伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第２７号 富山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び

規約の変更の件につきましては、平成２０年３月３１日をもって「砺波地区老人福祉施

設組合」が脱退すること及び平成２０年４月１日から「富山県後期高齢者医療広域連合」

が加入することに伴い、所要の改正を行うものであります。 

以上、簡単に提案理由の説明を申し上げましたが、何とぞ慎重審議の上、適切な議決

を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹島ユリ子君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

散 会 の 宣 告 

○議長（竹島ユリ子君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会します。 

 

午前 ９時３３分 散会 

 

 


